
 

 

令和８年度 茅野市ふるさと納税返礼品画像制作委託業務 

公募型プロポーザル方式募集要項 

 

１ 背景と目的 

 (1) 背景：市場の成熟化と茅野市が抱える「特有の課題」 

全国のふるさと納税市場は年々成熟化を続け、単なる返礼品間の「量や価格の競争」か

ら、自治体や生産者の「ストーリーへの共感」や「体験・コト消費」を重視する時代へと

シフトしている。 

茅野市においては、八ヶ岳や蓼科高原をはじめとする豊かな自然環境やリゾート資産

を背景に、「高品質な木製家具・玩具」や、「リゾートホテル・温泉の利用券」「別荘管理

特定作業券」といった独自の【体験・チケット型】の返礼品が、寄附額を牽引する大きな

強みとなっている。 

しかしながら、これら無形のサービスや高付加価値な工芸品は、一般的な食料品（肉・

米・カニ等）に比べて「スマートフォン画面の上で、その真の価値や魅力を数秒で伝える

ことが極めて難しい」という特有の課題を抱えている。また、同一品目であっても金額や

有効期間の異なる類似・派生商品が多く、寄附者の画面上での視認性の向上や誤認防止対

策が急務となっている。 

 

(2) 目的：ECマーケティング視点による「売れるクリエイティブ」の確立 

本業務は、単に「綺麗な写真を撮影する」ことを目的とするものではない。WEB マーケ

ティングと EC運用の専門的な知見に基づき、「スマートフォン（6インチ前後の画面）で

閲覧した際に、寄附者の心を掴むクリエイティブ」を戦略的に制作・刷新することを目的

とする。 

対象となる 15 事業者 50 商品の魅力を引き出す画像制作を行うと同時に、共通画像と

個別画像（サムネイル）を組み合わせることで、コストパフォーマンスの高い画像展開を

行い、５つのポータルサイト（楽天ふるさと納税、さとふる、ふるなび、ふるさとチョイ

ス、Amazon ふるさと納税）におけるクリック率（CTR）及び転換率（CVR）の向上、茅野市

への寄附額の増大を目指す。 

また、本市が提示する最低限の対象品目をベースとしつつ、民間の EC マーケティング

ノウハウを最大限に活用した自由かつ効果的な追加提案を求めることで、限られた予算

内における費用対効果（寄附獲得効果）の最大化を図る。 

本件は、以上の背景と目的を踏まえ、令和８年度 茅野市ふるさと納税返礼品画像制作

委託業務について事業者から提案を募るものである。 

また、本要項は、当該業務の目的に最も適した事業者を公募型プロポーザル方式で特定

するにあたり、必要な事項を定めるものである。 

 



 

 

２ 業務概要 

（1）業務名 令和８年度 茅野市ふるさと納税返礼品画像制作委託業務 

(2) 業務内容 別紙「仕様書」による。 

（3）発注者 茅野市長 今井 敦 

（4）履行期間 契約日から令和９年３月 31日まで 

（5）事業限度額 金 4,200,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※この金額は見積合わせ時の予定価格となるものでない。 

 

３ 最適提案の特定方法 

本業務は、「茅野市プロポーザル方式実施要綱」第３条第６号に該当する詳細な業務仕

様を定めることが困難な業務であり、同要綱に基づき、業務提案を公募し、総合的な見地

から判断して最も適した提案をした事業者（以下、「特定者」という。）を特定することと

する。 

 

４ 参加資格に関する事項 

本公募に参加できる者は、以下に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、提案者が、

提案書の提出から契約の締結までの間に参加資格を有しなくなった場合は、その時点で

失格とする。 

（1）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項各号（第 167 条の

11 第１項において準用する場合を含む。）のいずれかに該当しないこと。 

（2）建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成 21 年茅野市告示第 98

号）の規定による入札参加停止を受けていないこと。 

（3）茅野市暴力団排除条例（平成 24年茅野市条例第 20号）第２条第１号に規定する暴力

団又は同条第２号に規定する暴力団員でないこと。 

（4）プロポーザル実施業務の業種における茅野市の入札参加資格を有していること又は

有する見込みがあること。※業種：広告・画像・映像製作又は企画・計画等業務又は

その他の業務 

 

５ スケジュール 

令和８年６月４日（木）～ プロポーザル参加者公募開始 

令和８年６月 11 日（木）15 時 質問受付締切 

～令和８年６月 17日（水） 質問回答公表 

令和８年６月 23 日（火）17 時 参加申請書・提案書受付締切 

令和８年６月 26 日（金） 書類審査（応募者多数の場合）、1次審査結

果通知 

令和８年７月６日（月） プロポーザル審査会 



 

 

 

６ 提出書類等 

（1）プロポーザル参加申請書に関する事項 

①提出書類 プロポーザル参加申請書（様式第２号）、提案者の概要がわかる資料（会 

社パンフレット等）、甲型協定書（JV の場合のみ） 

②提出部数 １部 

③提出期限 令和８年６月 23日（火）午後５時まで（必着） 

④提 出 先 〒391-8501 長野県茅野市塚原 2-6-1  

茅野市 企画部 地域創生課（担当：湯田） 

電話：0266-72-2101 ＦＡＸ：0266-82-0234 

電子メール：sousei@city.chino.lg.jp 

⑤提出方法 郵送又は持参 

※持参による場合の提出時間は、午前９時から午後５時までとし、土曜日・日曜日及び

祝日は除く。郵送の場合は、上記担当者に電話連絡すること。 

（2）質問に関する事項 

①質問様式 任意様式 

②受付期限 令和８年６月 11日（木）午後３時まで（必着） 

③提 出 先 本項（1）④に同じ 

④提出方法 電子メール（上記担当者に電話連絡すること。） 

⑤回答方法 茅野市ホームページで公表 

⑥回答予定日 令和８年６月 17 日（水） 

※回答書は速やかに作成し、期限前であっても随時公表する。 

（3）提案書に関する事項 

①提出書類（Ａ４判の任意様式とし、Ａ３判の折畳み可とする。） 

ア 提案書 

・連絡先（担当者氏名、電話・FAX 番号、電子メールアドレス等）を必ず記載すること。 

・業務目的や基本仕様書を踏まえ、詳細な業務内容を提案すること。 

・本業務を実施するにあたり、特にアピールしたい事柄又は優位性について、図等を用

いてわかりやすく明記すること。 

イ 見積書 

・法人の所在地、名称及び代表者名を記入し、押印すること。 

・内訳書を添付すること。 

ウ 業務体制 

令和８年７月８日頃 審査結果の公表 

令和８年７月下旬 契約締結（予定） 

～令和９年３月３１日 履行期間（予定） 



 

 

・現場代理人及び技術者の氏名、資格、経験等を記載すること。 

・下請業者を含めた実施体制を記載すること。 

エ 実施行程 

オ 業務実績調書 

・本業務と同種業務の実績について、「名称、発注者名、期間、契約金額、内容等」を

記入すること。ただし、公表できる範囲で構わない。 

（4）提出部数 ９部（正本１部・審査会による選考用８部） 

（5）提出期限 本項（1）③に同じ 

（6）提出先及び提出方法 本項（1）③④に同じ 

 

７ 審査に関する事項 

（1）審査方法 応募のあった提案を書類により選考し、３者を目安に選定する。選定後、

当該３者によるプロポーザル審査を実施する。 

（2）審査日時 令和８年７月６日（月）※開催時間は、参加者に直接連絡する。 

（3）審査場所 茅野市役所内 ※開催場所の詳細は、参加者に直接連絡する。 

（4）審査結果の公表 

ア 特定者への連絡 審査会で特定された後、速やかに電話で連絡する。 

イ 審査結果の公表 茅野市ホームページにより採用した提案者を公表する。なお、電

話による問合せは応じない。 

（5）審査結果への疑義 

提案者は、審査結果について疑義がある場合は、公表日の翌日から起算して７日以内

に、書面（任意様式）により、その理由の説明を求めることができる。 

（6）その他 

・審査過程において提案書の内容に疑義が生じた場合は、提案者に照会する場合がある。 

・業務仕様は、審査会で特定された提案内容について市と特定者が協議して決定するた

め、提案時の条件及び仕様等について修正を行う場合がある。 

・上記の協議が整わない場合は、審査結果において総合評価が次点の提案者と協議する。 

 

８ 参加に際しての留意事項 

（1）失格又は無効 

次のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効となる。 

  ア 提出期限を過ぎて書類が提出された場合 

  イ 提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

  ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

  エ 公告内容に違反すると認められる場合 

（2）著作権や特許権等の取扱い 



 

 

・著作権法（昭和 45年法律第 48 号）第２条第１項第１号に規定する著作物や特許権、

実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象とな

る履行方法を使用するときは、提案者がその使用に関する責任を負うものとする。 

（3）提出書類 

・提出後の変更、差し替え、追加又は再提出は認めないものとする。 

・提出された書類は返却しないものとする。 

・提案は１提案者につき１案のみの提出とする。 

（4）辞退 

・提出書類を提出した後に辞退する際には、辞退届（任意様式）を提出すること。 

（5）費用負担 

・参加に要する費用は、参加者の負担とする。 

（6）その他 

・提案者は、参加申請書の提出をもって、本要領の記載内容に同意したものとする。 

 

９ 問合せ先 

〒391-8501 長野県茅野市塚原 2-6-1  

茅野市 企画部 地域創生課（担当：湯田） 

電話：0266-72-2101 ＦＡＸ：0266-82-0234 

電子メール：sousei@city.chino.lg.jp 


